
資源物の回収について

　新富町地域婦人連絡協議会では、ごみを減らし、再利
用・再資源化を進めていくため、毎月第2第4月曜日に資
源物回収を行っています。
　令和4年4月から回収場所が増え、次のとおりとなって
います。 ご協力をお願いします。

お知らせ イベント 募集情報

日時 令和5年1月9日（月）、 23日（月）
7:00～9:00（時間厳守）

回収場所 ・町体育館（正面玄関東側駐車場）
・西体育館
・上新田公民館
・健康温泉センター「サン・ルピナス」 
  （各駐輪場）

新規

収集物 ・古紙（新聞紙・チラシ） 
・雑誌
・段ボール
・牛乳パック（それぞれ紐で縛ること）

※焼酎の紙パックなど内側にアルミ箔が貼ってあ
　るものは対象外となりますのでご注意ください。

新富町地域婦人連絡協議会
宮本 まさ子  ☎ 33-4863
担当：生涯学習課  ☎ 33-1022 

1月の町民課窓口夜間・休日開庁の
おしらせ

　マイナンバーカードの申請・受取及びマイナポイント
申請支援の機会を拡大するため、町民課窓口を夜間と
休日に開庁します。休日開庁は予約制となりますので、
事前に町民課までご連絡ください。
　また、写真撮影から申請まで行うマイナンバーカード
申請補助サービスも実施していますので、この機会にご
利用ください。
夜間開庁日 5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）の

19:00まで

備考
◆マイナンバーカードの申請・受取及びマイナポイント申請
　支援以外に行う業務は、住民票・戸籍謄抄本の発行、印
　鑑登録及び印鑑証明書の発行です。 (税関係の証明発
　行は行いません。)

休日開庁日 15日（日）の8:30～12:00
(予約がない場合は開庁しません。)

◆マイナンバーカードの作成期間は約１か月かかります。
◆新型コロナウイルス感染状況により、開庁しない場合が
　ありますので、ご了承ください。

問合せ先 町民課  ☎ 33-6071

※掲載情報は12月20日現在のものです。新型コロナウイルスの影響により、日程の変更や中止等の可能性があります。
詳しくは各問合せ先までご連絡ください。

問合せ先

確定申告のための納付額証明書を発行します

　次の納付額証明書を、令和5年1月10日（火）より無料で交付します。なお、複数の税目等で納付額証明が必要な方は、
税務課で一括して発行します。（新田コミュニティセンター内新田支所、上新田地区町民サービスコーナーでも可）

税目等
国民健康保険税

介護保険料（65歳以上の方）
後期高齢者医療保険料

担当課 問合せ先
税務課
福祉課

いきいき健康課 国保高齢者医療係　　　    

介護保険係
賦課係 ☎ 33-6076

☎ 33-6026

☎ 33-6056

○新富町内の申告会場で申告をされる方及び上記税目等の納付が年金から天引き（年金徴収）されている方は、納付額証明書は
　不要ですが、税務署において確定申告される方は、納付額証明書が必要となりますのでご注意ください。
○令和４年中に新富町へ転入された方は、前住所地の納付額証明書が必要となりますので、早めの準備をお願いします。
○事業用（農業・営業・不動産業）で使用する軽自動車税（種別割）につきましては、確定申告用の納付額証明書が交付できませ
　ん。申告時には領収書等をご準備ください。
○領収証書は、5年間大切に保管していただきますようお願いします。



1月 町税・料金納期限のお知らせ

町税・料金は新富町の公共サービスを支える貴重な財源です

※口座振替日は1月25日（水）です。　　　　　　
　町県民税4期、国民健康保険税7期、後期高齢者医療保険料7期、介護保険料7期、保育料1月期の納期限は1月31日

　納期を経過すると、督促料・延滞金が加算されます。納期限内に、納付書裏面に記載してある各金融機関またはコン
ビニエンスストアでお納めください。また、スマートフォンアプリ「PayB（みやぎんpay）」、「PayPay」を利用しての納付
もできます。口座振替を利用されている方は残高の確認をお願いします。
※口座振替日に間に合わなかった方は2月3日(金）に再振替を行います。
今後とも、期限内納付にご協力をお願いします。

　令和5年1月1日現在、新富町内において償却資産(事業
で使用している、工具や機械等)を所有されている方は、
申告が必要となります。
　つきましては、12月末に令和5年度償却資産申告書を送
付いたしますので、昨年まで申告をされていた方は資産の
増減を記入し、新規に事業を開始した方は導入した資産
をご記入の上、提出をお願いします。
　また、償却資産をお持ちでない方や法人の廃業などに
より償却資産がなくなった方は、電話での申告で構いませ
んので、税務課 固定資産係までご連絡をお願いします。

提出期限

対象者

提出先

令和5年1月31日（火）必着

令和5年1月1日時点で町内に償却資産をお持ち
の方

令和５年度分 償却資産の申告について

問合せ先 申告方法や記載方法などでご不明な点が
ございましたら税務課 固定資産係までご
連絡ください。
【新富町役場  税務課  固定資産係】 ☎ 33-6075

（火）です。

20歳になったら国民年金

　20歳以上の方は、国民年金に加入することが義務づけられています。（厚生年金・共済年
金を除く）
　20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」や納付書等により、国
民年金に加入したことをお知らせします。公的年金制度は、老後や障害を負ったときに、働いて
いる世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。

〒889-1493　
宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地
新富町役場　税務課　固定資産係
※ＦＡＸ・メールでの申告は受付できませんのでご了承
ください。

国民年金は、将来の大きな支えになります。

　国民年金は20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。国が責任をもって運営するため、安定しています
し、年金の給付は生涯にわたって保障されます。
※保険料の納付が困難な学生や収入の少ない方を対象にした学生納付特例制度や保険料納付猶予・免除制度もあります。

国民年金は、老後のためだけのものではありません。

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や事故で障害が残
ったときに受け取ることができます。また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺
族（「子のある妻」や「子」）が受け取れるものです。

問合せ先 【高鍋年金事務所】 ☎ 23-5111   【町民課】 ☎ 33-6071



令和5年度 一般競争（指名競争）参加資格審査追加申請受付は1月末までです！

マイナンバーカードの健康保険証一体化に関する質問回答について

　国民の皆様からデジタル庁へマイナンバーカードの健康保険証一体化に関する多くのご意見・ご質問が寄せられておりま
す。これを受けまして、デジタル庁がこれらご意見・ご質問に対する回答をデジタル庁のウェブサイトに掲載しております。
　詳細につきましては下記サイトをご確認ください。

デジタル庁ホームページ
「よくある質問：健康保険証との一体化に関する質問について」

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/

受付期間 令和5年1月31日（火）まで

受付業種 ①建設工事  ②測量・建設コンサルタント等  ③物品・役務

提出方法 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 郵送のみ。 当日消印有効。

提出先 〒889-1493  児湯郡新富町大字上富田7491  新富町役場財政課

有効期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日（1か年度間）

提出部数 1部（A4判個別フォルダーにて提出。 表紙面及び表題部に会社名を表示すること。）

様式

①②については、 国土交通省に準ずる様式。 ③については、 町独自様式。
新富町ホームページ（http://www.town.shintomi.lg.jp/）に掲載。
（『入札・ビジネス』→『入札・契約に関する情報』→『入札資格審査受付』→申請書のダウンロード）
※必ず最新の様式を使用してください。登録できない場合があリます。

新富町に住所又は営業所のある業者は、 以下の新富町独自様式を別途提出する必要があります。
①②③すべての事業者 ・・・ 個人住民税の特別徴収実施確認書
①②のみ ・・・ 職員調書（技術者は免許証の写しを添付）
①のみ ・・・ 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）その2、 専任技術者証明書の写し
または営業所専任技術者報告書

新富町内の
業者が提出する
独自様式

問合せ先 財政課　☎ 33-6011

▶

「新富町学校支援人材バンク」登録者募集

　新富町教育委員会では、新富町学校支援人材バンク（教員免許状保有者、中学校部活動指導者）を開設いたしました。
ご登録いただくことで、学校が必要としている人材を探せるようになります。教員免許状をお持ちの方や中学校部活動の指
導にご協力いただける方は、登録フォームから是非ご登録をお願いいたします。必要となった際にこちらからご連絡させて
いただきます。（※登録いただいた個人情報は、目的以外に使用することはありません。）

対象者

主な内容

申込方法

町内及び近隣町村にお住まいの方で趣旨に賛同いただける方。

新富町各小中学校の教育活動への協力。

スマートフォン等で右記のURLかQRコードを利用して、必要事
項を記入し申込みください。

https://forms.office.com/r/Pb0s2hjf0s

https://forms.office.com/r/8hkyackBbZ
問合せ先 【教育総務課】 ☎ 33-6079

教
員
免
許

部
活
動



令和5年度準要保護就学援助申請のお知らせ

令和4年度準要保護就学援助申請「新入学児童生徒学用品費」入学前支給のお知らせ

　令和5年度準要保護就学援助の申請が始まります。
　準要保護就学援助とは生活保護に準ずる程度生活
にお困りの家庭に対し学用品費や給食費等を援助す
る制度です。援助を希望される方は、就学先の学校か
ら配布された案内文に沿って申請を行ってください。

①準要保護就学援助申請書
 （就学先又は就学予定先の小中学校で受け取ってください。）
②令和4年中の収入を明らかにする書類
 （源泉徴収票の写し、確定申告書の写しなど）
※生計を共にし、収入のある方全員分必要です。
◎令和4年度、既に援助を受けている方も、申請が必要です。
問合せ先 【教育総務課】  ☎ 33-6079

ギャラリーしんとみ1月の展示案内

　延岡市在住の小野恵一朗さんによる作陶展です。登り
窯によって生み出された器や花器など、素朴ながらも個
性的で温もりのある作品が並びます。
　シンプルで使うほどに馴染む器の数々をご覧ください。

　新富町にある県立児湯るぴなす支援学校の児童生徒
による作品展です。平面作品や立体作品が多数展示され
ます。子ども達の伸びやかで感性豊かな作品に魅了され
ることと思います。 皆さまのご来場をお待ちしています。

夢境庵作陶展 児湯るぴなす支援学校作品展
1月7日(土)～1月14日(土) 1月17日(火)～1月28日(土)

開館時間：10:00～17:00 休館日：毎週月曜、日曜
※展示内容は変更になることがあります。事前にお問合せください。 ギャラリーしんとみ  ☎ 33-0577問合せ先

(※下記イベントの最終日のみ16:00閉館)

　新富町では、小学校及び中学校へ通学させるのに経済的な理由で生活保護に準ずる程度お困りの保護者の方に対し、
学用品費、給食費、修学旅行費等を援助しています。
　令和5年度小中学校に就学予定の上記対象新1年生の保護者に対して、就学援助費のうち入学に必要な「新入学用品費」
を入学前に支給します。小学校と中学校の申請手続き等が異なりますのでご確認ください。

必要なもの

◉令和5年度【小学校】へ入学予定の場合
　申請手続きについては、入学通知書同封の案内文書のとおり、教育総務課へ申請を行ってください。
※注）入学通知書の封筒に、㋐今年度入学前に支給する新入学用品費に関するもの、㋑令和5年度準要保護就学援助に関するも
の、2つの異なる案内文書㋐㋑を同封いたします。提出期限や必要書類等が異なりますのでお間違えのないようご確認ください。

◉令和5年度【中学校】へ入学予定の場合

　在学中の小学校を通じて、現在、準要保護就学援助費受給世帯（6年生）へⒶ申請に必要な書類（「希望申請書」及び「口座振
込承諾書」）を配付いたします。年度内の入学前支給を希望される方は、入学予定の中学校事務室へⒶをご提出ください。

問合せ先 【教育総務課】  ☎ 33-6079

①「新入学児童生徒学用品費」入学前支給申請書　※申請申込に教育総務課へ来庁された時にお渡しいたします。
② 令和4年所得課税証明書（世帯分）※税務課で申請時に受け取れる最新のもの。生計を共にし、収入のある方全員分必要です。
＊ただし、令和4年度準要保護対象認定世帯（兄姉が小・中学校に在籍中）は、①②の提出は、必要ありません。
「希望申請書」「口座振込承諾書」を教育総務課に準備しておりますので、申請申込の際、こちらを提出してください。

㋐の必要書類について

※令和5年4月から就学予定の新小学1年生については、
　案内文書を入学通知書に同封いたします。



シラスウナギ（うなぎ稚魚）の採捕についてのお知らせ

　令和4年12月11日（日）から令和5年3月25日（土）まで県内各河川においてシラスウナギの採捕が行われています。
シラスウナギを採捕できるのは知事の許可を受けた者であり、許可を受けていない者が採捕すると法令違反として検挙さ
れます。
　また「うなぎ稚魚の取扱いに関する条例」に基づく県の登録を受けずに、全長25cm以下のうなぎの稚魚の所持・譲受け
等を行った場合も同様に検挙されますのでご注意ください。

令和４年12月1日現在
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人口／世帯数 前月比

問合せ先 【宮崎県農政水産部漁業管理課】  〒880-8501  宮崎市橘通東2-10-1   ☎ 0985-26-7146

第22回宮崎県障がい者スポーツ大会出場者募集！

期日 令和5年5月14日（日）

場所 ひなた宮崎県総合運動公園ほか　※オープン競技は別日、別会場

参加資格 令和5年4月1日時点、13歳以上で県内に居住し、身体障がい者手帳、療育手帳、若しくは精神保健福祉手
帳の交付を受けた方又は手帳取得の対象に準ずる障がいのある方

新富町役場  福祉課  社会福祉係までご連絡ください。（☎ 0983-33-6382）

募集期限 令和5年1月27日（金）まで

申込方法

陸上競技

水泳

アーチェリー

卓球

フライングディスク

ボウリング

バレーボール

ミニバレーボール

グラウンド・ゴルフ

ボッチャ

個人種目

団体種目

競技種目 身体 知的 精神 競技会場（未定）

○

○

○

○

宮崎市生目の杜運動公園　陸上競技場

ひなた宮崎県総合運動公園　屋内プール

ひなた武道館弓道場

ひなた宮崎県総合運動公園　体育館
県立明星視覚支援学校　体育館

ひなた宮崎県総合運動公園　運動広場

宮崎エースレーン

ひなた武道館主道場

ひなた武道館主道場

ひなた木の花ドーム

宮崎市生目の杜運動公園　体育館

○

※１  身体障がい者（肢体不自由）で車いす・立位のみの競技とする。

○※1

○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎車椅子バスケットボール、バスケットボール（知的）、バレーボール(聴覚、知的)、グランドソフトボール(視覚)の４競技はオープ  
　ン競技として開催します。
◎身体障がい者の部では、障がい区分によって出場できる競技種目が決まっています。
◎大会当日、選手の氏名や障がい・年齢区分、写真、映像などがテレビや新聞等で報道されることがあるほか、大会プログラム
　などにも掲載されますので、ご了承の上、申し込みください。


